
大和都市計画地区計画の決定（生駒市決定） 

都市計画生駒市近鉄東生駒車庫地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 生駒市近鉄東生駒車庫地区地区計画 

位  置 生駒市辻町の一部 

面  積 約３．１ｈａ 

地
区
の
整
備
・
開
発
又
は
保
全
の
方
針 

 

地区計画の目標  本地区は、近鉄奈良線東生駒駅の北側に隣接し、主に近鉄東大阪線の留置線及び車

庫として土地利用されている。 

 今後、京阪奈新線の開通等による需要の増加に対応し、施設の整備・充実を図ると

ともに、周辺の良好な住環境と調和した鉄道施設地区の形成・保全を目標とする。  

土地利用の方針 現在の土地利用を原則とし、周辺地域と調和を図るものとする。 

 

建築物等の整備方針 周辺地域の住環境の保全を図るため、建築物の用途及び意匠の制限を行う。 

特に、車両検査修繕施設で行う業務については、鉄道運転規則（昭和 62 年運輸省

令第 15 号）第 36 条、第 37 条及び第 46 条の規定に基づく車両の検査業務、試運転及

び軽微な補修作業並びに車両編成替えに付随する検査業務及び軽微な補修作業に限

るものとし、周辺の良好な住環境の維持・保全を図っていくものとする。 
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建築物の用途

の制限 

 建築することができる建築物は、次に掲げる鉄道事業（鉄道事業法(昭和 61 年法律

第 92 号)第２条第１項に規定する事業をいう。）の用に供する建築物で、原動機を使

用する場合にあっては別表第３に掲げる数値以下に限る。 

１ 車庫 

２ 車両検査修繕施設 

３ 変電所施設 

４ 倉庫 

５ 詰所 

６ 事務所 

７ その他鉄道事業の用に供するもの 

８ 前各号の建築物に附属するもの（別表第１(え)項に掲げるものを除く。） 

 

建築物等の意

匠の制限 

建築物の屋根の色彩は、黒又は焦げ茶とし、その外壁又はこれに代わる柱の色彩は

茶系統の色を基調としたものとする。 

区域は計画図表示のとおり。 

【理由】 
  本地区は、近鉄東生駒駅の北側に隣接し、主に近鉄東大阪線の留置線及び車庫として土地利用されているが、今

後京阪奈新線の開通等により需要の増加が見込まれる地域である。 
  そこで、現在の土地利用を原則とし、適正な建築物等の規制、誘導を積極的に推進し周辺地域との調和を図るた

め、地区計画を決定するものである。 

当初決定年月日 平成 13 年 5 月 15 日 










